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・　農地等についての納税猶予及び免除等（租税特別措置法第70条の6第1項）
・　株式等についての納税猶予及び免除（租税特別措置法第70条の7の2第1項又は第70条の7の4第1項）
・　株式等についての納税猶予及び免除の特例（租税特別措置法第70条の7の6第1項又は第70条の7の8第1項）
・　山林についての納税猶予及び免除（租税特別措置法第70条の6の4第1項（都市農地の貸借の円滑化に関する法
　律の施行の日以降は、同法第70条の6の6第1項））
・　医療法人の持分についての納税猶予及び免除（租税特別措置法第70条の7の8第1項（平成30年4月1日以降は、同
　法第70条の7の12第1項））又は医療法人の持分についての税額控除（租税特別措置法第70条の7の9第1項（平成
　30年4月1日以降は、同法第70条の7の13第1項））

特例株式等納税猶予税額、

調整前株式等猶予税額（相続人等の修正申告書第 8の 2表の 2の⑨の金額）
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⑬、⑭、⑮、⑯及び⑰

⑬、⑭、⑮、⑯又は⑱ 「特例株式等納税猶予税額㉕」、
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｢医療法人の持分についての納税猶予
及び免除｣の適用を受ける場合 

｢医療法人の持
分についての税
額控除｣の適用
を受ける場合 


